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「具体的な取組み」

　「こんなまちをつくりたい」
　　防災・防犯・交通安全対策の行き届いた安全で安心して暮らせるまちにしよう。
　「こんな取組みをしていこう」
　（１）防災対策に取り組む

○防災訓練の充実を図る　｛中期：協働｝
・全体（荏原・坂本）での訓練実施、各町での訓練実施、防災研修会参

加及び防災士の育成増強
○災害時に高齢者の支援をする　｛中期：住民｝

　　・要支援者の支援、近所とのコミュニケーション
○普段から各家庭で防災の備えをする　｛中期：住民｝

　　・家屋の震災対策、家具などの転倒防止対策
○危険箇所の調査と対策をする　｛中期：協働｝

　　・河川、地すべり地域の点検と対策
　（２）防犯対策に取り組む

○防犯灯の設置と管理の徹底を図る　｛中期：住民｝
　・防犯灯の調査、清掃及び増強推進
○防犯対策の啓発強化を図る　｛中期：協働｝
　・パトロールの強化、情報提供（振込詐欺の防止）
○声掛け、見守りパトロールをする　｛短期：協働｝
　・定期的な実施、不審者の通報

　（３）交通安全対策に取り組む
○交通マナーを守る　｛短期：協働｝
　・交通安全教室の開催、高齢者への安全支援
○カーブミラーの維持管理と増強を図る　｛中期：協働｝
　・カーブミラーの点検と清掃及び新設推進
○通学路や公園の安全確保を図る　｛中期：協働｝
　・通学路の点検、明るい公園作り（点検）

夜間指導

救護訓練

 ◆ 安全安心



　「こんなまちをつくりたい」
　久谷の美しい自然環境を守るとともに、農業の活性化を図り住みやすい快適
な生活環境を整えよう。

　「こんな取組みをしていこう」
　　　（１）自然環境を守る

○ごみ対策の強化を図る　｛短期：住民｝
　・ごみ分別の徹底、ごみ集積場の管理、ごみの減量化、
　　不法投棄の防止
○清掃活動に参加をする　｛短期：住民｝
　・市民大清掃への参加、町内清掃への参加
○合併浄化槽の普及を図る　｛中期：協働｝
　・啓発広報
○花や緑の多いまちづくりを進める　｛短期：住民｝
　・花植えや植樹

　　　（２）農業の活性化を図る
○講習会に参加する　｛中期：協働｝
　・指導員の講義参加、市や農協の営農指導

　　　（３）快適な住居環境を整える
○住みやすい環境にする　｛長期：協働｝
　・空家対策、ごみ屋敷対策、樹木の剪定、放置農地の整備
○資源のエコ対策を図る　｛長期：協働｝
　・LED 電球に取替え、節水
○犬や猫の糞尿対策をする　｛短期：住民｝
　・啓発看板、広報

おもてなし花いっぱい運動 花壇

 ◆ 環　　境



　「こんなまちをつくりたい」
　高齢者や子どもたちが生き生きと安全で安心して暮らせる住みやすいまちを
つくろう。

　「こんな取組みをしていこう」
　　　（１）高齢者が生き生き過せる住みよい環境をつくる

○高齢者の居場所をつくる　｛中期：住民｝
　・グラウンドゴルフ
　・ふれあいいきいきサロンの充実
　・高齢者同士が話し合う交流の場
○高齢者を支援する　｛中期：住民｝
　・買い物、通院の声かけ　　　　　　　　　　　　
　・高齢者宅訪問
○健康づくりをする｛中期：住民｝
　・まつイチ体操
　・健康診断の受診
○高齢者と園児で物づくりをする｛中期：住民｝
　・正月用飾りものなど
○高齢者のゴミ出しを支援する｛中期：協働｝
　・地域のゴミ出しと分別

　　　（２）子どもたちがのびのびと遊びと勉強ができる環境をつくる
○子どもたちを支援する　｛短期：住民｝
　・子育て教室（民生児童委員・主任児童委員との協働による各種行事）
　・高齢者との交流
○子どもたちを見守る　｛短期：住民｝
　・声かけやあいさつ運動の実施
　・夏休み期間中、子どもと一緒にラジオ体操
　・通学路での見守り

　　　（３）障がい者などを支援する｛中期：協働｝
　　　（４）地域に寄り添う活動をする

　・地域の人たちと芋炊き、お月見など｛中期：住民｝

まつイチ体操

 ◆ 福　　祉



　「こんなまちをつくりたい」
　伝統行事や歴史的遺産を子どもたちに継承していくとともに、
みんなで次世代の担い手を育てよう。

　「こんな取組みをしていこう」
　　　（１）伝統行事や歴史的遺産を継承する

○久谷地区の歴史や文化遺産を知る　｛短期：住民｝
　・歴史の語り部、勉強会
○文化遺産などを継承する｛短期：住民｝
　・神輿の運行、獅子舞、亥の子、盆踊り、どんど焼き、創作歌舞伎舞踊、
　  坂本屋、荏原城址、尉の城、八つ塚など
○文化遺産の案内看板を設置する　｛中期：住民｝

　　　（２）次世代を担う子どもたちを育てる
○担い手の人材を育てる｛短期：住民｝
　・講習会、学習会
○久谷の魅力に関心を持つ　｛中期：住民｝
　・久谷の文化遺産のガイドマップ作成
　・ボランティアガイドの育成、遺産めぐり

　「こんなまちをつくりたい」
　　地域の特色を活かすとともに、交流の盛んなにぎわいのあるまちにしよう。
　「こんな取組みをしていこう」
　　　（１）地域の特色を出す

○久谷の魅力を活かす　｛短期：住民｝
　・ふるさとウォーキング、俳句会

　　　（２）交流を盛んにし、にぎわいをつくる
○荏原地区と坂本地区の交流を盛んにする｛短期：住民｝
　・まちづくり交流会、スポーツ大会など
○各町の活動を盛り上げる｛短期：住民｝
　・秋祭りなどの行事
○各団体同士の情報共有と交流を進める｛短期：住民｝
　・行事カレンダーの作成
○世代を超えた交流を進める｛中期：住民｝
　・三世代交流

どんど焼き

創作歌舞伎舞踊

地区運動会

 ◆ 教育文化

 ◆ 地域振興



　「こんなまちをつくりたい」
　魅力ある情報をわかりやすく発信するとともに、お互いに情報を共有しよう。

　「こんな取組みをしていこう」
　　　（１）みんなで情報を収集する

○みんなが地域の情報に関心を持つ　｛短期：住民｝
　・まちの探索、行事などへの参加

　　　（２）みんなで情報を共有する
○まちづくり協議会の知名度を高める　｛短期：住民｝
　・行事などでの周知、パンフレットでの周知、他団体と共催・協賛
　・シンボルマーク制定、協議会のベスト・協議会の旗

　　　（３）久谷の魅力を発信する
○広報誌を作成し全戸配布する　｛短期：住民｝
　・読みたい情報、魅力ある情報、年２回の発行、臨時発行
○ SNS を活用した情報提供の促進を図る　｛短期：住民｝
　・フェイスブックなど

広報誌 役員会議

 ◆ 広　　報



住民アンケート結果 ○配布数／919通　○回答数／279通　○回収率／30.4％

あなたの性別は？

あなたは久谷地区に
愛着を感じていますか？　

久谷地区に必要なこと、今より活発になればよいことは？

久谷地区の好きなところ
又はよいと思うことは？

あなたの年齢は？

■ 男性
■ 女性
■ 不明

男性／125
女性／149
不明／5

■ 20歳代
■ 30歳代
■ 40歳代
■ 50歳代
■ 60歳代
■ 70歳以上

20歳代／16
30歳代／18
40歳以上／33

50歳代／34
60歳代／84
70歳以上／93

■ とても感じる
■ まあまあ感じる
■ あまり感じない
■ 全く感じない
■ その他

とても感じる／85
まあまあ感じる／152
あまり感じない／22

■ 景観・自然
■ 人とのつながり
■ 生活環境
■ 歴史・行事
■ 安全・安心
■ その他

景観・自然／154
人とのつながり／61
生活環境／89

■ 防災・防犯・交通
■ 地域の整備
■ 地域の美化活動
■ 学校・地域の協働行事
■ 伝統文化行事
■ スポーツや健康
■ サークル・生きがい作り
■ 子どもや高齢者
■ 人権啓発
■ その他

防災・防犯・交通等の安全・安心／138
地域の整備や施設づくり／129
地域の美化活動／36
学校・家庭・地域の協働行事／29
祭り、盆踊り等の伝統文化行事／40
スポーツや健康づくり／49
趣味のサークル等、仲間や生きがい作り／82
子どもや高齢者の支援／140
人権啓発（講話やビデオ上映）／3
その他／14

質問１ 質問2

質問3

質問5

質問4

全く感じない／6
その他／14

歴史・行事／32
安全・安心／105
その他／8



久谷地区まちづくり協議会規約

第１章　　総　則
（名称及び事務所）
第１条　この会は、久谷地区まちづくり協議会（以下、「協議会」という。）と称

し、事務所は会長指定の場所に置く。
（区域）
第２条　協議会の区域（以下、久谷地区という。）は、松山市公民館条例（平成16

年条例第３号）別表第１に規定する荏原公民館および坂本公民館が活動の対象と
している区域とする。

（目的）
第３条　協議会は、久谷地区において、住民一人ひとりが郷土を誇りに思い、愛す

る心をもち、互いが助け合うことで、生命の安全・安心と財産を守るとともに、
地域コミュニティ活動の活性化と快適で住みやすいまちづくりの推進を目的とす
る。

（事業）
第４条　協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

⑴　まちづくりを実践するための研究・協議・計画・企画立案に関すること
⑵　久谷地区の住民又は団体の交流、連携、協力に関すること
⑶　広報、福祉、教育・文化、地域活性、環境整備及び安全・安心に関すること
⑷　行政等との協働に関すること
⑸　その他、協議会の目的達成に必要なこと

２　協議会は、政治活動及び布教等の宗教活動を行わない。
（会員）
第５条　協議会は、第３条の目的に賛同する会員をもって構成し、会員の種別及び

資格は次のとおりとする。
⑴　個人会員　久谷地区に住所を有する個人
⑵　団体会員　久谷地区に活動拠点を有する各種団体、組織及び法人（以下「各

種団体等」という。）
⑶　賛助会員　久谷地区以外に住所を有する個人又は活動拠点を有する各種団体

等で、役員会が適当と認めるもの
（入会）
第６条　協議会に入会しようとする者は、所定の事項を記載した入会申込書を会長

に提出しなければならない。
２　各種団体等の構成員は、その団体等からの入会申込書の提出をもって、個人会

員の申込みがあったものとみなす。
（退会等）
第７条　会員が次のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。



　⑴　会員の資格を失ったとき
　⑵　会員から退会の申出があったとき
２　協議会は、会員が第３条の目的に反する活動を行うなど、会員としてふさわし

くないと認めたときは、役員会の議決を経て当該会員を除名することができる。
（会費）
第８条　会員は、年度ごとに会費を納入することとする。
２　会費の額及び納入方法等については、総会の承認を得て、久谷地区まちづくり

協議会規約施行細則（以下「細則」という。）で定める。
３　会員が退会した場合、既納の会費は返還しない。

第２章　　役員等
（役員の種別）
第９条　協議会に、次の役員を置く。
　⑴　会長　　　　１名
　⑵　副会長　　若干名
　⑶　事務局長　　１名
　⑷　会計　　　　１名
　⑸　事業部長　　６名
　⑹　監事　　　　２名
（役員の選任）
第10条　役員は、総会において個人会員の中から選任する。
２　監事は、他の役員及び第17条に定める代議員を兼ねることはできない。
（役員の職務）
第11条　会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長

があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
３　事務局長は、協議会の運営及び活動に関する事務を処理するとともに、会長と

協議の上、会員及び関係機関・団体との連絡調整を行う。
４　会計は、協議会の運営及び活動に伴う経理事務を処理し、資産管理・出納に必

要な書類を保管管理する。
５　事業部長は、当該部会を総括し、事業の企画・運営を行う。また、部会の事業

を役員会に報告するとともに、各種施策を建議する。
６　監事は、次の職務を行う。
　⑴　会計処理の監査
　⑵　業務運営の執行状況の監査
　⑶　前２号に伴い不正の事実を発見した場合の総会への報告
　⑷　前号の報告をするため必要があると認めた場合の臨時総会の招集請求
（役員の任期）
第12条　役員の任期は２年とし、再任を妨げない。



２　補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
３　役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでの間は、その

職務を行わなければならない。
（役員等の報酬）
第13条　役員等の報酬は、細則で定める。
（事務局）
第14条　協議会の円滑な運営を行うため事務局を置く。
２　事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

⑴　協議会の企画・運営に関すること
⑵　各部の総括・調整に関すること
⑶　各種事務手続きその他庶務に関すること
⑷　その他事務局が行うこととなった事項に関すること

３　協議会に事務員を置くことができる。
４　事務員は、事務局長の指示のもと事務を遂行する。
５　事務員は、役員会の同意を得て会長が任命する。
（相談役）
第15条　協議会に相談役を若干名置くことができる。
２　相談役は、会長の諮問に応じ協議会の運営に関し意見を述べることができる。

ただし、表決権はないものとする。

第３章　　総　会
（総会の種類）
第16条　総会は、通常総会及び臨時総会とする。
　（総会の構成）
第17条　総会は代議員制とし、次に掲げる代議員をもって構成する。ただし、代議

員数は細則で定める。
⑴　監事を除く役員
⑵　団体会員
⑶　個人会員の代表者（第６条第２項の規定により、個人会員とみなされるものを
除く。）

２　前項の規定にかかわらず、監事は総会に出席することができる。
３　第１項第２号に規定する代議員は、１団体あたり１名とし、団体の長とする。

ただし、複数の団体に重複しているときは、別の者を代議員として選出する。
　（総会の議決事項）
第18条　総会は、次に掲げる事項を審議議決する。

⑴　まちづくり計画の策定に関する事項
⑵　規約に関する事項
⑶　事業計画及び事業報告に関する事項
⑷　予算及び決算に関する事項



⑸　役員の選任に関する事項
⑹　会費に関する事項
⑺　その他協議会の運営に関する重要事項

（総会の開催）
第19条　総会は、会長が招集する。
２　通常総会は、年１回、会計年度終了後２か月以内に開催する。
３　臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。

⑴　会長が必要と認めたとき
⑵　代議員の３分の１以上の者から請求があったとき
⑶　第11条第６項第４号の規定により、監事からの開催の請求があったとき

４　会長は、前項第２号又は第３号の規定による請求があったときは、その請求が
あった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

（総会の議長）
第20条　総会の議長は、その総会において、出席した代議員の中から選出する。
（総会の定足数）
第21条　総会は、代議員の３分の２以上の出席がなければ開会することができない。
（総会の議決）
第22条　総会の議事は、出席した代議員の過半数をもって決する。この場合におい

て、議長は代議員としての表決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数のと
きは議長の決するところによる。

（総会の表決権等）
第23条　代議員は、総会において１人１票の表決権を有する。
２　止むを得ない理由のため総会に出席できない代議員は、書面をもって表決し、

又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。
３　前項の場合における第21条の規定の適用については、その代議員は出席したも

のとみなす。
（総会の議事録）
第24条　総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら

ない。
⑴　日時及び場所
⑵　代議員の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者を含む。）
⑶　開催目的、審議事項及び議決事項
⑷　議事の経過の概要及びその結果
⑸　議事録署名人の選任に関する事項

２　議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人２人が署名押
印をしなければならない。
（会議の公開）
第25条　総会の傍聴を希望する者は、細則に定めるところにより総会を傍聴することが
できる。



第４章　　役員会
（役員会の構成）
第26条　役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
２　前項の規定にかかわらず、監事は役員会に出席することができる。
（役員会の審議事項）
第27条　役員会は、次に掲げる事項を審議議決する。

⑴　総会に付議すべき事項
⑵　総会の議決した事項の執行に関する事項
⑶　その他総会の議決を要しない会務に関する事項

（役員会の開催）
第28条　役員会は、会長が招集する。
（役員会の議長）
第29条　役員会の議長は、会長がこれにあたる。
（役員会の定足数）
第30条　役員会は、第26条第１項に定める構成員の２分の１以上の出席がなければ

開会することはできない。
（役員会の議決）
第31条　役員会の議事は、出席した第26条第１項に定める構成員の過半数をもって

決する。この場合において、議長は構成員の表決に加わる権利を有しない。ただ
し、可否同数の時は議長の決するところによる。

（役員会の議事録）
第32条　役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな

らない。
⑴　日時及び場所
⑵　構成員の現在数及び出席者数
⑶　開催目的、審議事項及び議決事項
⑷　議事の経過の概要及びその結果

２　議事録には、議長及びその役員会において選任された議事録署名人２人が署名
押印をしなければならない。

第５章　　部　会
（部会の種別）
第33条　協議会に次に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める事業を行う。
　⑴　安全安心部　　安全・安心に関する事業
　⑵　環境部　　　　自然・生活環境の保全及び改善に関する事業
　⑶　福祉部　　　　保健・福祉に関する事業
　⑷　教育文化部　　文化・スポーツに関する事業
　⑸　地域振興部　　地域活性化に関する事業
　⑹　広報部　　　　広報、情報収集、啓発等に関する事業



２　部会は、前項で定める事業のほか、次の事項を審議議決する。
⑴　部会に付託された事項の決定及び実施に関する事項
⑵　部会の事務に関する事項
⑶　その他総会及び役員会の議決を要しない業務の遂行に関する事項

３　第１項の規定にかかわらず、２部会以上に関わる事業その他必要と認める事項
を審議議決するため、役員会の承認を得て専門部会を置くことができる。専門部
会の運営に関する事項は、細則で定める。

（部会の構成）
第34条　部会は部長が指名する会員（以下「部員」という。）をもって構成する。
２　部会には部長及び若干名の副部長を置く。
３　副部長は、部長が指名し、役員会に報告する。
４　部長及び副部長の任期は２年とし、再任は妨げない。
５　補欠により選任された部長及び副部長の任期は、前任者の残任期間とする。
６　部長及び副部長は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでの

間は、その職務を行わなければならない。
（部会の開催）
第35条　部会は、部長が招集する。
２　部会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
　⑴　部長が必要と認めたとき。
　⑵　部員の２分の１以上の者から招集の請求があったとき。
３　部長は、前項第２号の規定による請求があったときは、速やかに部会を招集し

なければならない。
（部会の議長）
第36条　部会の議長は、部長がこれにあたる。

第６章　　まちづくり計画、会計及び資産
（まちづくり計画）
第37条　久谷地区の総合的な将来計画となるまちづくり計画は、会長が役員会の審

議を経て、その案を作成し、総会の議決を経て定めなければならない。
（会計年度）
第38条　協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終了する。
（事業計画及び予算）
第39条　協議会の事業計画及び予算は、まちづくり計画に基づき会長が作成し、役

員会の審議を経て、総会の議決を得なければならない。
（事業報告及び決算）
第40条　協議会の事業報告及び決算は、会長が関係書類を作成し、役員会の審議を

経て、監事の監査を受け、毎会計年度終了後２か月以内に総会の承認を得なけれ
ばならない。



（資産の構成）
第41条　協議会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
　⑴　別に定める資産目録記載の資産
　⑵　会費
　⑶　補助金
　⑷　寄付金
　⑸　事業に伴う収入
　⑹　資産から生じる果実
　⑺　その他の収入
（資産の管理）
第42条　協議会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
（経費）
第43条　協議会の運営に要する経費は、資産をもって充てる。

第７章　　規約の変更及び解散
（規約の変更）
第44条　この規約は、総会において出席した代議員の３分の２以上の議決を得なけ

れば変更することができない。
（解散）
第45条　協議会は、総会において出席した代議員の３分の２以上の議決を得なけれ

ば解散することができない。
（残余資産の処分）
第46条　前条の規定により協議会が解散したときに有する残余資産の処分方法は、

総会の過半数の議決を得て定めなければならない。

第８章　　雑　則
（書類及び帳簿の整備）
第47条　協議会に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。

⑴　まちづくり計画の策定に関する文書
⑵　規約及び細則に関する文書
⑶　総会、役員会の議事に関する書類
⑷　役員、代議員等の選任及びその名簿に関する文書
⑸　会員名簿及び会費に関する文書
⑹　市の補助金に関する文書
⑺　予算及び決算並びに事業計画及び事業報告に関する文書
⑻　出納に関する帳簿及び証拠書類
⑼　資産目録
⑽　その他会長が必要と認めた書類及び帳簿



（文書等の保存）
第48条　会長は、協議会が運営上作成し又は取得した文書、帳簿、図画、写真及び

電磁的記録等（以下「文書等」という。）を適正に保存しなければならない。文
書等の保存期間は、細則で定める。

（情報公開）
第49条　会長は、協議会の適正かつ公正な運営に資するため、積極的な情報公開に

努めなければならない。
２　会員からの文書等の閲覧請求があるときは、正当な理由がある場合を除き、こ

れを閲覧させなければならない。
（個人情報の保護）
第50条　会員は、協議会の活動を通じて得た個人情報の保護に努めなければならな

い。
（細則への委任）
第51条　この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の審議を経て細則で定める。

附　則
（施行期日）
１　この規約は、平成28年11月16日から施行する。
２　本会の設立時には、総会出席者を第17条に規定する代議員とみなし、議案の議

決をおこなう。ただし、第17条の要件を満たす者で止む得ない理由のため総会に
出席できない者は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又
は他の出席者を代理人として表決を委任することができる。また、委任状の提出
をもってその者は総会出席者とみなす。

３　協議会の設立初年度の事業計画及び予算は、第39条の規定にかかわらず、設立
総会の定めるところによる。

４　協議会の設立初年度の会計は、第38条の規定にかかわらず、総会で設立議決の
あった日から平成29年３月31日までとする。



「久谷は一つ！」を合言葉に
笑顔あふれる癒しの里づくり
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